
市営細越住宅・県営黒沢尻アパートの皆様へ

原料費調整制度とは

調整する方法

今回の基準単位料金の調整の仕方
（1） - の平均原料価格

（2） 原料価格変動額の算定
／トン — ／トン= ／トン

（３） 基準単位料金調整額の算定
÷ 100円

（少数点第３位以下切り捨て）
を基準単位料金に加えます。

＊調整単位料金とは、基準単位料金から調整分 25.80円 をプラスした金額で、令和8年5月分となります。

株式会社丸片ガス

ガス料金についてのお知らせ

日頃から弊社のガスをご利用いただきまして、厚くお礼申し上げます。 さて、簡易ガス事業の料金制度につきましては、
先『複数二部料金制度』及び『原料費調整制度』を東北経済産業局長から認可を得まして採用させていただいておりま
す。 平成２１年３月の省令改正により、平成２２年３月より毎月の調整を行う新原料費調整制度を導入しました。この制度
採用によりまして、今回、新原料費調整制度によります56回目のガス料金の改定を実施させていただきます。

 為替レートの変動等によりまして、毎月ガス料金の『基準単位料金の１㎥当りの単価を調整する制度』であります。

調整する方法につきましては、料金改定時『基準平均原料価格』を設定しております。この価格はプロパンガスの財務省
貿易通関統計（通称CIF価格といいます）の平均額で、『トン当り71210円』（平成20年3月時）とされております。 毎月発表
されますCIF価格の平均価格を『平均原料価格』（１０円未満四捨五入１０円単位）といいまして、基準平均原料価格との差
で、ガス料金の調整が行われることになります。 ただし、平均原料価格が１１３,９４０円以上となった場合は、１１３,９４０円と
して基準単位料金を調整します。

373.88円(税抜)

×0.215(調整単位) ＝ 25.8

=83,230円

基本料金

399.68円(税抜)

調整単位料金の適用基準

8㎥を越え30㎥まで

30㎥を越えるもの

① 料金算定期間の末日が１月１日から１月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年８月から１
０月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が２月１日から２月２８日（うるう年は２月２９日）に属する料金算定期間の早収料金の算定にあ
たっては、前年９月から１１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が３月１日から３月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１０月から
１２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が４月１日から４月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１１月から
当年１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が５月１日から５月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年１２月から
当年２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が６月１日から６月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年１月から３
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が７月１日から７月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年２月から４
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が８月１日から８月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年３月から５
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が９月１日から９月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年４月から６
月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が１０月１日から１０月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年５月か
ら７月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が１１月１日から１１月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年６月か
ら８月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が１２月１日から１２月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年７月か
ら９月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

令和7年12月 令和8年2月
（通関統計から算出）

調整単位料金

令和8年5月

１ヶ月のご使用量

0㎥から8㎥

83,230円 -12,020円

-12,000円

A 郡 776.00円(税抜)

278.52円(税抜)

C 群 3,261.30円(税抜)

3587.4300 円(税込)

調整単位料金

単位料金

B 群 1,194.00円(税抜)

853.6000 円(税込)

1313.4000 円(税込)

基準単位料金

調整単位料金

基準単位料金

従いまして、

トン当り 83,230円

25.80円

71,210円

区 分

基準単位料金

基準単位料金

調整単位料金

調整単位料金

基準単位料金

調整単位料金

基準単位料金

347.43円(税抜)
277.9920 円(税込)

306.3720 円(税込)
252.72円(税抜)

411.2680 円(税込)

439.6480 円(税込)

353.7930 円(税込)

382.1730 円(税込)
321.63円(税抜)



市営細越住宅・県営黒沢尻アパート 料 金 表 （早見表）

株式会社 丸片ガス
㎥ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0 853 896 940 984 1,028 1,072 1,116 1,160 1,204 1,248
(776) (815) (855) (895) (935) (975) (1,015) (1,055) (1,095) (1,135)

1 1,292 1,336 1,380 1,424 1,468 1,512 1,556 1,600 1,644 1,688
(1,175) (1,215) (1,255) (1,295) (1,335) (1,375) (1,415) (1,455) (1,495) (1,535)

2 1,732 1,776 1,820 1,864 1,908 1,952 1,996 2,040 2,084 2,128
(1,575) (1,615) (1,655) (1,695) (1,735) (1,775) (1,815) (1,855) (1,895) (1,935)

3 2,172 2,216 2,259 2,303 2,347 2,391 2,435 2,479 2,523 2,567
(1,975) (2,015) (2,054) (2,094) (2,134) (2,174) (2,214) (2,254) (2,294) (2,334)

4 2,611 2,655 2,699 2,743 2,787 2,831 2,875 2,919 2,963 3,007
(2,374) (2,414) (2,454) (2,494) (2,534) (2,574) (2,614) (2,654) (2,694) (2,734)

5 3,051 3,095 3,139 3,183 3,227 3,271 3,315 3,359 3,403 3,447
(2,774) (2,814) (2,854) (2,894) (2,934) (2,974) (3,014) (3,054) (3,094) (3,134)

6 3,491 3,535 3,579 3,622 3,666 3,710 3,754 3,798 3,842 3,886
(3,174) (3,214) (3,254) (3,293) (3,333) (3,373) (3,413) (3,453) (3,493) (3,533)

7 3,930 3,974 4,018 4,062 4,106 4,150 4,194 4,238 4,282 4,326
(3,573) (3,613) (3,653) (3,693) (3,733) (3,773) (3,813) (3,853) (3,893) (3,933)

8 4,370 4,408 4,446 4,484 4,523 4,561 4,599 4,637 4,676 4,714
(3,973) (4,008) (4,042) (4,077) (4,112) (4,147) (4,181) (4,216) (4,251) (4,286)

9 4,752 4,790 4,829 4,867 4,904 4,943 4,981 5,020 5,057 5,096
(4,320) (4,355) (4,390) (4,425) (4,459) (4,494) (4,529) (4,564) (4,598) (4,633)

10 5,134 5,173 5,210 5,249 5,287 5,326 5,363 5,402 5,440 5,478
(4,668) (4,703) (4,737) (4,772) (4,807) (4,842) (4,876) (4,911) (4,946) (4,980)

11 5,516 5,555 5,593 5,630 5,669 5,707 5,746 5,783 5,822 5,860
(5,015) (5,050) (5,085) (5,119) (5,154) (5,189) (5,224) (5,258) (5,293) (5,328)

12 5,899 5,936 5,975 6,013 6,052 6,089 6,128 6,166 6,205 6,242
(5,363) (5,397) (5,432) (5,467) (5,502) (5,536) (5,571) (5,606) (5,641) (5,675)

13 6,281 6,319 6,358 6,395 6,433 6,472 6,510 6,548 6,586 6,625
(5,710) (5,745) (5,780) (5,814) (5,849) (5,884) (5,919) (5,953) (5,988) (6,023)

14 6,663 6,701 6,739 6,778 6,815 6,854 6,892 6,931 6,968 7,007
(6,058) (6,092) (6,127) (6,162) (6,196) (6,231) (6,266) (6,301) (6,335) (6,370)

15 7,045 7,084 7,121 7,159 7,198 7,236 7,274 7,312 7,351 7,389
(6,405) (6,440) (6,474) (6,509) (6,544) (6,579) (6,613) (6,648) (6,683) (6,718)

16 7,427 7,465 7,504 7,542 7,580 7,618 7,657 7,695 7,733 7,771
(6,752) (6,787) (6,822) (6,857) (6,891) (6,926) (6,961) (6,996) (7,030) (7,065)

17 7,810 7,848 7,885 7,924 7,962 8,001 8,038 8,077 8,115 8,153
(7,100) (7,135) (7,169) (7,204) (7,239) (7,274) (7,308) (7,343) (7,378) (7,412)

18 8,191 8,230 8,268 8,306 8,344 8,383 8,421 8,459 8,497 8,536
(7,447) (7,482) (7,517) (7,551) (7,586) (7,621) (7,656) (7,690) (7,725) (7,760)

19 8,574 8,611 8,650 8,688 8,727 8,764 8,803 8,841 8,880 8,917
(7,795) (7,829) (7,864) (7,899) (7,934) (7,968) (8,003) (8,038) (8,073) (8,107)

20 8,956 8,994 9,033 9,070 9,109 9,147 9,186 9,223 9,262 9,300
(8,142) (8,177) (8,212) (8,246) (8,281) (8,316) (8,351) (8,385) (8,420) (8,455)

21 9,339 9,376 9,414 9,453 9,491 9,529 9,567 9,606 9,643 9,682
(8,490) (8,524) (8,559) (8,594) (8,629) (8,663) (8,698) (8,733) (8,767) (8,802)

22 9,720 9,759 9,796 9,835 9,873 9,912 9,949 9,988 10,026 10,065
(8,837) (8,872) (8,906) (8,941) (8,976) (9,011) (9,045) (9,080) (9,115) (9,150)

23 10,102 10,140 10,179 10,217 10,255 10,293 10,332 10,370 10,408 10,446
(9,184) (9,219) (9,254) (9,289) (9,323) (9,358) (9,393) (9,428) (9,462) (9,497)

24 10,485 10,523 10,561 10,599 10,638 10,676 10,714 10,752 10,791 10,829
(9,532) (9,567) (9,601) (9,636) (9,671) (9,706) (9,740) (9,775) (9,810) (9,845)

25 10,866 10,905 10,943 10,981 11,019 11,058 11,096 11,134 11,172 11,211
(9,879) (9,914) (9,949) (9,983) (10,018) (10,053) (10,088) (10,122) (10,157) (10,192)

26 11,249 11,287 11,325 11,364 11,402 11,440 11,478 11,517 11,555 11,592
(10,227) (10,261) (10,296) (10,331) (10,366) (10,400) (10,435) (10,470) (10,505) (10,539)

27 11,631 11,669 11,708 11,745 11,784 11,822 11,861 11,898 11,937 11,975
(10,574) (10,609) (10,644) (10,678) (10,713) (10,748) (10,783) (10,817) (10,852) (10,887)

28 12,014 12,051 12,090 12,128 12,167 12,204 12,243 12,281 12,318 12,357
(10,922) (10,956) (10,991) (11,026) (11,061) (11,095) (11,130) (11,165) (11,199) (11,234)

29 12,395 12,434 12,471 12,510 12,548 12,587 12,624 12,663 12,701 12,740
(11,269) (11,304) (11,338) (11,373) (11,408) (11,443) (11,477) (11,512) (11,547) (11,582)

30 12,777 12,808 12,839 12,870 12,900 12,931 12,962 12,992 13,022 13,053
(11,616) (11,644) (11,672) (11,700) (11,728) (11,756) (11,784) (11,811) (11,839) (11,867)

31 13,084 13,115 13,146 13,175 13,206 13,237 13,268 13,299 13,329 13,360
(11,895) (11,923) (11,951) (11,978) (12,006) (12,034) (12,062) (12,090) (12,118) (12,146)

32 13,390 13,421 13,451 13,482 13,513 13,544 13,575 13,604 13,635 13,666
(12,173) (12,201) (12,229) (12,257) (12,285) (12,313) (12,341) (12,368) (12,396) (12,424)

33 13,697 13,728 13,758 13,789 13,819 13,850 13,880 13,911 13,942 13,973
(12,452) (12,480) (12,508) (12,536) (12,563) (12,591) (12,619) (12,647) (12,675) (12,703)

34 14,003 14,033 14,064 14,095 14,126 14,157 14,187 14,217 14,248 14,279
(12,730) (12,758) (12,786) (12,814) (12,842) (12,870) (12,898) (12,925) (12,953) (12,981)

35 14,309 14,340 14,371 14,402 14,432 14,462 14,493 14,524 14,555 14,586
(13,009) (13,037) (13,065) (13,093) (13,120) (13,148) (13,176) (13,204) (13,232) (13,260)

早収料金（消費税相当額加算前）は、１か月につき次のとおりといたします。

項 目 区 分 基 本 料 金 単位料金

税込 税抜 税込 税抜

料金表A   0㎥から8㎥まで 853.6000円 776.00 円 439.6480円 399.68 円

料金表B  8㎥を超え30㎥まで 1,313.4000円 1194.00 円 382.1730円 347.43 円

料金表C     30㎥を超えるもの 3,587.4300円 3261.30 円 306.3720円 278.52 円

計算の方法
早収料金 ＝ 基本料金 ＋（使用量×基準単位料金）

◇ 検針日の翌日より20日以内に料金をお支払いの場合は上記の表の金額で戴かせてもらいます。

◇ 20日を過ぎてお支払いの場合は遅収料金（3％) を戴きます。

◇ 上記料金表の金額は、「消費税相当額」が含まれております。

令和8年5月


